
（報道解禁指定：令和元年 11月 21日 議会運営委員会終了後） 

 

益   田   市 
 
  令和元年 11 月 21 日 
  報 道 発 表 資 料 
 

 

第 538 回益田市議会（定例）予定議案について 

 

（初日） 

○ 条例案件について（10件） 
・益田市部等設置条例の一部を改正する条例制定について 

（益田市下水道事業に地方公営企業法を適用し、併せて組織の見直しを図ることに伴う所要の改正 
施行日：令和2年4月1日） 
 

・益田市携帯電話等基地局施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について 
（西長沢地区の携帯電話基地局整備に係る所要の改正 
 施行日：令和元年12月27日） 

 
・地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例制
定について 

（地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行による会計年度任用職員の創設に伴う
規定の整備等 

 施行日：令和2年4月1日） 
 

・益田市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について 
（令和元年人事院勧告等に準拠した職員給与の改定等 
  正規職員 
   給料表の改定（改定幅月額 0円～2,000円） 
   一時金の引上げ 現行4.45月→4.50月（勤勉手当に配分） 
   施行日：公布の日又はR2.4.1（H31.4.1又はR1.12.1から一部適用） 
  任期付職員 
   任期付職員の給料表の改正（改定幅月額 0円～1,000円） 
   一時金の引上げ 現行3.35月→3.40月 
   施行日：公布の日又はR2.4.1（H31.4.1又はR1.12.1から一部適用） 
  会計年度任用職員 
   給料表の改定（改定幅月額 0円～2,000円） 
   施行日：公布の日） 

 
・固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定について 

（情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び
効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部が改正され
ることに伴う所要の改正 

 施行日：情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素
化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の
一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）附則第１条本文に規定する日） 

 
・益田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につ
いて 

（成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が
公布され、児童福祉法の一部が改正されることに係る所要の改正 

 施行日：公布の日） 
 
 
 
 

担当課名 総務管財課 

担当者名 和﨑 幹弘 

電話番号 0856－31－0150 

FAX 番号 0856－23－4977 

E-mail   soumu@city.masuda.lg.jp 

 



・益田市漁港管理条例の一部を改正する条例制定について 
（模範漁港管理規程例の一部が改正されたことに伴い、漁港施設の占用許可の期間を延長するこ
とに係る所要の改正 

 施行日：令和2年1月1日） 
 

・益田市営住宅設置条例の一部を改正する条例制定について 
（市営諏訪住宅建替事業に係る所要の改正 
 施行日：令和2年4月1日） 

 
・益田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

（地方自治法の一部改正及び益田市部等設置条例を改正することに伴う所要の改正 
 施行日：令和2年4月1日） 

 
・益田市水道給水条例の一部を改正する条例制定について 

（水道料金の改定に伴う所要の改正 
 施行日：令和2年10月1日） 

 

○ 指定管理者の指定について(2件） 
  ・益田市生活バス運行事業の指定管理者の指定について 
  ・益田市都市公園の指定管理者の指定について 

（※地方自治法第244条の2第6項の規定に基づく議会の議決） 
 

○ 補正予算について（9件） 

  ・令和元年度益田市一般会計補正予算第３号 
     （補正額 3,143千円   補正後の額 26,573,468千円） 

別紙資料（財政課作成） 
 

  ・令和元年度益田市介護保険特別会計補正予算第３号 
     （補正額 1,104千円   補正後の額 6,083,115千円 
      一般職給与費(総務費) △629千円、退職手当負担金(総務費) △37千円、介護認定事業総務費 467

千円、益田地区広域市町村圏事務組合介護保険費負担金 △796千円、介護保険計画推進事業費 128
千円、一般職給与費(地域支援事業費) 1,718千円、退職手当負担金(地域支援事業費) 253千円） 

 

  ・令和元年度益田市国民健康保険事業特別会計補正予算第２号 
     （事業勘定 補正額 9,967千円   補正後の額 4,958,908千円 
      一般職給与費 1,736千円、退職手当負担金 445千円、国民健康保険事業基金積立金 2,976千円、返

還金 4,810千円） 
 

  ・令和元年度益田市後期高齢者医療特別会計補正予算第２号 
     （補正額 △4,161千円   補正後の額 1,334,816千円 
      一般職給与費 △4,082千円、退職手当負担金 △407千円、後期高齢者医療広域連合保険料等納付金 

328千円） 
 

  ・令和元年度益田市造林受託事業特別会計補正予算第２号 
     （補正額 △23千円   補正後の額 80,481千円 
      一般職給与費 △261千円、林野事業基金積立金 238千円） 
 

  ・令和元年度益田市農業集落排水事業特別会計補正予算第２号 
     （補正額 △1,513千円   補正後の額 212,347千円 
      一般職給与費 147千円、林野事業基金積立金 △1,400千円、市債償還金(利子) △260千円） 
 

  ・令和元年度益田市公共下水道事業特別会計補正予算第２号 
     （補正額 △11,734千円   補正後の額 454,460千円 
      一般職給与費 △6,281千円、退職手当負担金 △582千円、市債償還金(利子) △4,871千円等） 
 
 
 

  ・令和元年度益田市土地区画整理事業特別会計補正予算第１号 



     （補正額 △4,082千円   補正後の額 162,192千円 
      一般職給与費 △3,741千円、退職手当負担金 △341千円） 

 

  ・令和元年度益田市水道事業会計補正予算第２号 
     （補正額 収益的収入  357千円   補正後の額 1,138,561千円 
          収益的支出 9,854千円   補正後の額 1,113,390千円 

資本的支出 2,624千円   補正後の額 615,491千円 
      業務予定量の変更に伴う措置等） 

 

（最終日） 

○ 人事案件について（1件） 

  ・教育委員会委員の任命について 
      （地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 4 条第 2 項の規定に基づく議会の同意 
       現委員 渡辺 隆  任期 ～R1.12.25） 
 


